
厚
生
労
働
省

○

令
第
一
号

国
土
交
通
省

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
登
録
事
業
者
の
要
件
）

第
一
条

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条

第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。



二

法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
で
あ
る
こ
と
。

三

賃
貸
住
宅
管
理
業
者
登
録
規
程
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

四

第
一
号
の
構
成
員
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。

五

前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
の
う
ち
、
法
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
被
保
護
入
居
者
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
被
保
護
入
居
者
」
と
い
う
。

）
が
入
居
す
る
も
の
の
管
理
を
委
託
し
て
い
る
こ
と
。

（
被
保
護
入
居
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
を
図
る
上
で
支
障
と
な
る
事
情
）

第
二
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
す
る
。

一

被
保
護
入
居
者
が
家
賃
又
は
共
益
費
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
家
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
に
応
じ
な
い
こ
と
。

二

被
保
護
入
居
者
が
家
賃
等
を
滞
納
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
被
保
護
入
居
者
に
対
し
て
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
住
宅
扶
助
又
は
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
生
活
扶
助
の
た
め
の
保
護
金
品



が
支
給
さ
れ
る
月
に
家
賃
等
を
支
払
う
旨
を
当
該
被
保
護
入
居
者
が
約
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

被
保
護
入
居
者
が
過
去
に
他
の
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
家
賃
等
を
滞
納
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
被
保
護
入
居

者
が
家
賃
等
を
滞
納
す
る
お
そ
れ
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

（
通
知
の
方
法
）

第
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
四
項
に

規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
が
次
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

通
知
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

附

則

こ
の
省
令
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
九
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


